
労働基準法施行規則（昭和22年厚生省令第23号）別
表第１の２を以下のとおり改正

※ その他、平成８年３月29日労働省告示第33号（労働基準法施行規
則の規定に基づき厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合
物（合金を含む。）並びに厚生労働大臣が定める疾病を定める件）を
改正し、17物質による疾病を追加

労働基準法施行規則第35条専門検討会報告書の概要

○ 「労働基準法施行規則第35条専門検討会」は、労働基準法施行規則（昭和22年厚生省令第23号）別
表第１の２に掲げる業務上疾病の範囲について、昭和５３年以降、定期的に医学的な検討を行っているも
の。（前回は平成20～21年度に開催。）

○ 前回の検討会以降の新たな医学的知見の状況を踏まえ、別表第1の2に新たに追加すべき疾病があるか
否かを検討。

検討会の開催経緯・目的

検討結果主な検討疾病

① 労働安全衛生法施行令別表第9に掲げられた安全データ
シートの交付義務のある化学物質（640物質）のうち、別表
第1の2に規定されていない48物質による疾病

② ILOの職業病の一覧表の改訂（平成22年）により、新たに
追加された9疾病のうち、別表第1の2に規定されていない
「化学的因子による疾病」（3疾病）、「職業上のがん」
（4疾病）

③ 平成15年の本検討会報告書で、長期的ばく露による慢
性影響が明らかでない等として別表第1の2に追加する必
要がないとされた「化学的因子による疾病」（4疾病）、
「職業上のがん」（1疾病）

④ 理美容の業務において使用されている化学物質のうち、
分科会が選定した2物質による接触皮膚炎

「化学物質による疾病に関する分科会」で検討した疾病

「印刷事業場で発生した胆管がんの業務上外に関する検討会」
で検討した疾病

② 第７号「がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん
原性工程における業務による次に掲げる疾病」に以下の
３疾病を追加

・ ベリリウムにさらされる業務による肺がん
・ 1,2-ジクロロプロパンにさらされる業務による
胆管がん
・ ジクロロメタンにさらされる業務による胆管がん

① 第４号３「すす、鉱物油、うるし、タール、セメント、
アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾
患」に以下の疾病を追加

・ テレビン油にさらされる業務による皮膚疾患


